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男鹿市議会告示第１号 

 

 男鹿市議会個人情報保護条例施行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和８年３月３０日 

 

男鹿市議会議長 小 松 穂 積 

 

 

男鹿市議会個人情報保護条例施行規程の一部を改正する告示 

男鹿市議会個人情報保護条例施行規程（令和５年男鹿市議会告示第１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（個人識別符号） （個人識別符号） 

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番号、記

号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番号、記

号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

⑸ 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319

号）第２条第５号に規定する旅券（日本国政府の発行

したものを除く。）の番号及び同法第19条の４第１項

第４号の在留カードの番号 

⑸ 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319

号）第２条第５号に規定する旅券（日本国政府の発行

したものを除く。）の番号及び同法第19条の４第１項

第５号の在留カードの番号 

⑹～⒂ （略） ⑹～⒂ （略） 

⒃ 介護保険法（平成９年法律第123号）第201条の２第 ⒃ 介護保険法（平成９年法律第123号）第12条第３項
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改正後 改正前 

１項に規定する被保険者番号等 の被保険者証の番号及び保険者番号 

⒄ （略） 

 

⒄ （略） 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

改正後 改正前 

様式第２号（第９条関係） 

 

 

様式第２号（第９条関係） 

 

〈様式第２号〉  

開示請求書 
年  月  日

議 長  宛て 
 
（ふりがな） 

氏名                                          

住所又は居所 
〒                            ℡  （  ）          

男鹿市議会個人情報保護条例（令和４年男鹿市条例第 30 号）第１９条第１項の規定により、次のとおり

保有個人情報の開示を請求します。 
 

1 開示を請求する保有個人情報（具体的に特定してください。） 

 

 

2 求める開示の実施方法等（本欄の記載は任意です。） 
ア、イ又はウに○印を付してください。アを選択した場合は、実施の方法及び希望日を記載してください。

ア 事務所における開示の実施を希望する。 

＜実施の方法＞   □閲覧 □写しの交付 

□その他（ ） 
＜実施の希望日＞    年  月  日 

イ 写しの送付を希望する。 
ウ 電子情報処理組織を使用した開示を希望する。 

3 本人確認等 

ア 開示請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

イ 請求者本人確認書類 
□運転免許証  
□個人番号カード 
□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
□その他（ ） 
※請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 

 

〈様式第２号〉  

開示請求書 
年  月  日

議 長  宛て 
 
（ふりがな） 

氏名                                          

住所又は居所 
〒                            ℡  （  ）          

男鹿市議会個人情報保護条例（令和４年男鹿市条例第 30 号）第１９条第１項の規定により、次のとおり

保有個人情報の開示を請求します。 
 

1 開示を請求する保有個人情報（具体的に特定してください。） 

 

 

2 求める開示の実施方法等（本欄の記載は任意です。） 
ア、イ又はウに○印を付してください。アを選択した場合は、実施の方法及び希望日を記載してください。

ア 事務所における開示の実施を希望する。 
＜実施の方法＞   □閲覧 □写しの交付 

□その他（ ） 
＜実施の希望日＞    年  月  日 

イ 写しの送付を希望する。 
ウ 電子情報処理組織を使用した開示を希望する。 

3 本人確認等 

ア 開示請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

イ 請求者本人確認書類 
□運転免許証  
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 
□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
□その他（ ） 
※請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 
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改正後 改正前 

様式第11号（第19条関係） 

 

 

様式第11号（第19条関係） 

 

〈様式第 1１号〉  

訂正請求書 
 

年  月  日

議 長 宛て 
 

（ふりがな） 
氏名                                            
 
住所又は居所 
〒                           ℡   （    ）         

男鹿市議会個人情報保護条例（令和４年男鹿市条例第３０号）第３２条第１項の規定により、次のとおり

保有個人情報の訂正を請求します。 
 

訂正請求に係る保有個人情報 
の開示を受けた日 年  月  日 

開示決定に基づき開示を受け 
た保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号：           日付：  年  月  日 
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等 
                                             

訂正請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 
 

（理由） 
 

 
1 訂正請求者   □ 本人  □ 法定代理人  □任意代理人 

2 請求者本人確認書類 
□運転免許証   
□個人番号カード 
□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
□その他（         ） 

※ 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 
3 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

ア 本人の状況  □未成年者（  年  月  日生）   □成年被後見人 
□任意代理人委任者 

〈様式第 1１号〉  

訂正請求書 
 

年  月  日

議 長 宛て 
 

（ふりがな） 
氏名                                            
 
住所又は居所 
〒                           ℡   （    ）         

男鹿市議会個人情報保護条例（令和４年男鹿市条例第３０号）第３２条第１項の規定により、次のとおり

保有個人情報の訂正を請求します。 
 

訂正請求に係る保有個人情報 
の開示を受けた日 年  月  日 

開示決定に基づき開示を受け 
た保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号：           日付：  年  月  日 
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等 
                                             

訂正請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 
 

（理由） 

 
 

1 訂正請求者   □ 本人  □ 法定代理人  □任意代理人 

2 請求者本人確認書類 
□運転免許証   
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
□その他（         ） 

※ 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 
3 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

ア 本人の状況  □未成年者（  年  月  日生）   □成年被後見人 
□任意代理人委任者 
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改正後 改正前 

様式第17号（第24条関係） 

 

 

様式第17号（第24条関係） 

 

〈様式第１７号〉  

利用停止請求書 
 

年  月  日

議 長 宛て 
 

（ふりがな） 
氏名                                              

 
住所又は居所 
〒                               ℡ （   ）          

 
男鹿市議会個人情報保護条例（令和４年男鹿市条例第３０号）第３９条第１項の規定により、次のとおり

保有個人情報の利用停止を請求します。 
 

利用停止請求に係る保有

個 
人情報の開示を受けた日 

年  月  日 

開示決定に基づき開示を受 
けた保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号： 、日付：   年  月  日 
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等： 
                                              

利用停止請求の趣旨及び

理由 

（趣旨） 
□第 1 号該当 → □利用の停止、□消去 

□第 2 号該当 → 提供の停止 

（理由） 

 
1 利用停止請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

2 請求者本人確認書類 
□運転免許証 
□個人番号カード 
□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
□その他（ ） 

※ 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 

〈様式第１７号〉  

利用停止請求書 
 

年  月  日

議 長 宛て 
 

（ふりがな） 
氏名                                              

 
住所又は居所 
〒                               ℡ （   ）          

 
男鹿市議会個人情報保護条例（令和４年男鹿市条例第３０号）第３９条第１項の規定により、次のとおり

保有個人情報の利用停止を請求します。 
 

利用停止請求に係る保有

個 
人情報の開示を受けた日 

年  月  日 

開示決定に基づき開示を受 
けた保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号： 、日付：   年  月  日 
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等： 
                                              

利用停止請求の趣旨及び

理由 

（趣旨） 
□第 1 号該当 → □利用の停止、□消去 

□第 2 号該当 → 提供の停止 

（理由） 

 
1 利用停止請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

2 請求者本人確認書類 
□運転免許証 
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
□その他（ ） 

※ 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 
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改正後 改正前 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で囲まれた部分である。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第３条第１６号の改正規定は、全世代対応型の持続可能な社

会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３１号）第１４条の規定の

施行の日（令和８年４月１日）から、第３条第５号の改正規定は出入国管理及び難民認定法等の一部を改正す

る法律（令和６年法律第５９号）の施行の日（令和８年６月１４日）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

３ この規程の施行の際現にこの規程による改正前の男鹿市議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規 

程に基づいて提出されている書類は、この規程による改正後の男鹿市議会の保有する個人情報の保護に関する 

条例施行規程の規定に基づいて提出された書類とみなす。 

 

 


